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１【提出理由】

　平成29年５月23日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社が第三者割当による新株発行を実施することにつ

いて承認決議したことに伴い、同社に対する当社の議決権比率が減少するため、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

特定子会社の異動

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：堀田丸正株式会社

②　住所　　　　：東京都千代田区日本橋室町４丁目１番11号

③　代表者の氏名：代表取締役社長　井澤　一守

④　資本金　　　：1,975百万円（平成29年３月31日現在）

⑤　事業の内容　：和装品、宝飾品、婦人用品等の製造・卸売販売、真相品等の卸売販売

 
(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数（平成29年３月31日現在）

異動前：111,146個

異動後：111,146個

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：52.4％

異動後：19.8％

 
(3）当該異動の理由及びその年月日

　①　異動の理由

当社の特定子会社である堀田丸正株式会社が第三者割当増資を実施することに伴い、当社の議決権比率が減

少し、当社の子会社でなくなるためであります。

　②　異動の年月日

平成29年６月28日（予定）

 
以　上　

EDINET提出書類

株式会社ヤマノホールディングス(E03299)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

